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平成３１年３月５日判決言渡し 同日原本交付 裁判所書記官 

平成２９年（ワ）第１８２７７号 謝罪広告等請求事件 

口頭弁論の終結の日 平成３０年１２月１０日 

判 決               

主 文               5 

 １ 被告は，原告に対し，１６５万円及びこれに対する平成２９年４月１４日から

支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

 ２ 原告のその余の請求を棄却する。 

 ３ 訴訟費用は，これを８分し，その１を被告の負担とし，その余は原告の負担と

する。 10 

 ４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

事 実 及 び 理 由               

第１ 請求 

 １  被告は，被告が運営するウェブサイト「ＦＲＩＤＡＹデジタル」

（https://friday.kodansha.ne.jp/sn/u）に，別紙１第１記載の謝罪文を同第２15 

記載の条件で，３箇月間掲載せよ。 

 ２ 被告は，被告が発行する週刊誌「ＦＲＩＤＡＹ」に，別紙１第１記載の謝罪文

を同第３記載の条件で，１回掲載せよ。 

 ３ 被告は，原告に対し，１１００万円及びこれに対する平成２９年４月１４日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 20 

第２ 事案の概要 

   本件は，茨城県守谷市の市長である原告が，被告が発行する週刊誌「ＦＲＩＤ

ＡＹ」（以下「本件雑誌」という。）の平成２９年４月２８日号に掲載された「茨

城 守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する記事（別紙２。

以下「本件雑誌記事」という。）及び被告の運営するインターネット上のウェブサ25 

イト「ＦＲＩＤＡＹデジタル」（以下「本件ウェブサイト」という。）に同月１４
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日に掲載された同旨の内容の記事（以下「本件ネット記事」といい，本件雑誌記

事と併せて以下「本件各記事」という。）によって名誉を毀損された旨主張し，被

告に対し，不法行為に基づく損害賠償として，１１００万円（慰謝料１０００万

円及び弁護士費用相当額１００万円の合計額）及び同額に対する不法行為の日で

ある平成２９年４月１４日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅5 

延損害金の支払を求めるとともに，民法７２３条所定の名誉を回復するのに適当

な処分として，前記第１の１及び２のとおりの各謝罪広告を掲載することを求め

る事案である。 

１ 前提事実（以下の事実は，当事者間に争いがないか，後掲各証拠及び弁論の全

趣旨により容易に認めることができる。） 10 

  ⑴ 当事者等 

   ア 原告は，平成１２年３月に初当選してから１６年以上にわたって守谷市

（ただし，平成１４年２月１日以前は守谷町）の市議会議員を務め，平成２

８年１２月６日に守谷市長に就任した者である。原告は，昭和５３年頃から

平成１２年１月頃まで，株式会社Ｄ工業（以下「Ｄ工業」という。）の代表取15 

締役として登記されていた。 

   （甲４５，乙６の１及び２） 

   イ Ｄ工業は，土木建築の設計施工等を目的とする株式会社である。Ｄ工業の

登記上，平成２６年１２月１日にＦが，平成２８年８月１日にＧがいずれも

その代表取締役に就任している。Ｄ工業は，守谷市における最大の土木建築20 

業者であり，平成３０年４月１日時点における従業員数は２６名（Ｆ及びＧ

を含まない。）である。 

   （甲２，５７） 

   ウ 被告は，雑誌及び書籍の出版等を目的とする株式会社であり，週刊誌であ

る本件雑誌を発行するほか，本件ウェブサイトを運営している。本件雑誌は，25 

平成２９年１月から同年３月の間の発行部数が約２５万部であるほか，本件
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ウェブサイトの訪問者数は，同年４月の１箇月間で延べ約３１万６０００人

であった。 

   （甲３，４，１８，１９） 

  ⑵ 本件各記事の掲載 

    被告は，平成２９年４月１４日，本件雑誌の平成２９年４月２８日号を発売5 

した。同号は，別紙２のとおりの「茨城 守谷市長の『黒すぎる市政』に地方

自治法違反疑惑」と題する本件雑誌記事を掲載していた。また，被告は，同月

１４日，その運営する本件ウェブサイトに，本件雑誌記事と同旨の内容の「茨

城 守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」と題する本件ウェブ

記事を掲載した。 10 

    被告は，平成２９年６月３０日，本件ウェブサイト上に掲載していた本件ウ

ェブ記事を削除した。 

  （甲５，６） 

２ 関連法令 

⑴  地方自治法 15 

９２条の２ 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し

請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責

任社員，取締役，執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者，支配

人及び清算人たることができない。 

１４２条 普通地方公共団体の長は，当該普通地方公共団体に対し請負をする20 

者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人（当該普通地方公共団

体が出資している法人で政令で定めるものを除く。）の無限責任社員，取締

役，執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者，支配人及び清算人

たることができない。 

⑵  守谷市政治倫理条例 25 

（目的） 
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   １条 この条例は，市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し，

その担い手である市長，副市長，教育長（以下「市長等」という。）が市民全

体の奉仕者として，その人格と倫理の向上に努め，いやしくも自己の地位に

よる影響力を不正に行使することによって，いかなる報酬及び金品（以下「報

酬等」という。）も授受しない事項を定め，もって市政に対する市民の信託に5 

応え，併せて市民も市政に対する正しい認識と自覚のもとに，清浄で民主的

な市政の発展に寄与することを目的とする。 

   （市長等及び議員の責務並びに政治倫理基準） 

２条 市長等及び議員は，市政に携わる責務を深く自覚し，次に掲げる政治倫

理基準を遵守しなければならない。 10 

 一，二 （略） 

三 市並びに市が関係する公共工事，業務委託，物品納入及び使用資材の購

入（以下「工事等」という。）に関して特定の業者の推薦又は紹介をする

など，有利な取り計らいをしないこと。 

四，五 （略） 15 

２ （略） 

（契約に関する遵守事項） 

１０条 市長等若しくは議員が役員をしている企業，市長等若しくは議員が実

質的に経営に携わっている企業又は市長等若しくは議員が年額２４０万円

以上の収入を得ている企業は，法第９２条の２，第１４２条，第１６６条及20 

び第１８０条の５の趣旨を尊重し，第２条第１項第３号に規定する工事等の

契約（１回の契約につき２０万円未満の契約を除く。）を辞退しなければな

らない。ただし，災害等で緊急を要するとき又は工事等の契約を辞退するこ

とにより市の行政執行に支障がある場合は，この限りでない。 

２ 市長等及び議員は，前項の規定により企業が契約を辞退するときは，市民25 

に疑惑を持たれないように責任をもって企業の辞退届を提出するものとす
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る。 

   ３～５ （略） 

  ⑶ 守谷市政治倫理条例施行規則 

   （実質的に経営に携わっている企業） 

７条 条例第１０条第１項に規定する「市長等若しくは議員が実質的に経営に5 

携わっている企業」とは，次に掲げるとおりとする。 

一 市長等又は議員が，資本金その他これらに準ずるものの３分の１以上を

出資している企業 

    二 市長等又は議員が，その経営方針に関与している企業 

３ 争点及び当事者の主張 10 

⑴ 本件各記事により摘示された事実，社会的評価の低下の有無について 

（原告の主張） 

 本件各記事のうち，別表の「記事の内容」欄に記載の各記述（以下，各記述

をそれぞれの番号に従い「本件記述①」などという。）は，当該欄に対応する

「原告の主張」の「摘示事実」欄に記載の各事実を摘示するものであって，こ15 

れらの記述は，同表の「原告の主張」の「社会的評価の低下」欄にそれぞれ記

載のとおり，原告の社会的評価を低下させるものである。同表の「被告の主張」

欄に記載の被告の主張に対する反論は，当該欄に対応する「原告の主張」の「被

告の主張に対する反論」欄にそれぞれ記載のとおりである。 

仮に，本件各記事の各記述を個別に捉えた場合に，原告の名誉を毀損すると20 

は評価し難いとしても，一般人の普通の注意と読み方に照らし，本件各記事を

全体としてみれば，本件各記事は，間接的ないしえん曲に，原告が，① 地方

自治法及び② 守谷市政治倫理条例にそれぞれ違反するとともに，③ 官製談

合を行っており，かつ，④ 原告の市政運営は「真っ黒」である旨の各事実を

摘示するものであって，これらにより原告の社会的評価を低下させることは明25 

らかである。 
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（被告の主張） 

ア 別表の「被告の主張」欄にそれぞれ記載のとおり，本件各記事中の各記述

は，原告の主張する各事実を摘示するものではない。また，本件各記事が，

全体として，原告の主張する前記（原告の主張）①から④までの各事実を摘

示するものであるとの主張は争う。 5 

ある行為が法律に違反するのではないかという報道は，一般に，告発する

報道機関の意見の開陳と受け止められているものである。報道機関が報じた

疑惑を全て事実として捉える読者などいないのであり，疑惑の対象が最終的

に証明可能であるというだけで，報道が全て事実の摘示であるとされること

はあってはならない。 10 

イ 本件各記事は，以下の事実ないし疑問を提示することにより，「守谷市の

市長である原告の経営するオーナー企業が，守谷市の公共事業の入札で有利

な落札をしているのではないか」という疑惑を指摘した意見ないし論評であ

る。 

    ㋐ 原告は，市議会議長であった平成２４年から平成２８年まで，Ｄ工業の15 

オーナー経営者であった。 

    ㋑ 上記㋐の当時，Ｄ工業は守谷市から多数の公共事業を受注していた。 

    ㋒ 守谷市の公共事業の落札率は，その多くが９５パーセントという異常な

高さである。 

    ㋓ 原告が市長に就任した以降も，Ｄ工業は守谷市の公共事業を受注してい20 

る。 

    ㋔ 上記㋓の公共事業のうち，１件は落札率が１００パーセントである。 

    ㋕ 原告が市長に就任した後もＤ工業の株式を手放していないのであれば，

法律に違反する。 

   ウ 前記イで挙げた事実ないし疑問のうち，原告がかつてＤ工業のオーナー経25 

営者であった事実や，Ｄ工業が守谷市における多数の公共事業を落札して受
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注している事実，その落札率が高率である事実は客観的事実である。 

被告が原告に対して批判的見識を提示したものがあるとすれば，第一に，

「原告が現在もなおＤ工業のオーナー経営者ではないか」，第二に，「落札率

からみて，守谷市の入札はゆがんだものではないか」という疑惑である。本

件各記事が原告の社会的評価を低下させるものであるとするならば，これら5 

の批判的言論によるものである。 

⑵ 違法性阻却事由の有無 

（被告の主張） 

 ア 公共性，公益目的 

   本件各記事の内容は公共的関心事であり，その掲載目的は，守谷市におけ10 

る公共事業の入札を監視し問題提起するという専ら公益を図るものであっ

た。 

イ 各記述に係る原告の主張に対する反論 

別表の「被告の主張」欄に記載のとおり，原告が指摘する各記述について，

当該記述内容は真実であるし，論評として相当である。 15 

   ウ 違法性阻却に係る判断枠組み 

 前記⑴（被告の主張）ウで述べたことからすれば，本件では，「原告が現

在もなおＤ工業のオーナー経営者ではないか」，「落札率からみて，守谷市

の入札はゆがんだものではないか」という二つの批判的言論が正当なもの

であるか否か，言論としての許容性があるかどうかが争点である。 20 

  そして，公選公職人は相応の批判にさらされるべき立場にあり，有権者

に対して必要な説明義務を負うのであって，公選公職人に対して疑惑の提

示がされ，それが公選公職人において説明すべき事柄であるならば，その

説明が十分なものであるかということが問われなければならない。本件各

記事の対象とする事項は，公益に大きくかかわる重要な問題であり，原告25 

の説明義務が全うされているか否か，批判としての存在価値と重要性が考
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慮されるべきである。 

 ところで，意見や論評によって名誉の毀損がされる場合の不法行為責任

は，基礎となる事実が真実であるか，あるいは真実と信じるべき相当な事

情が存在する場合には，否定されるのであって，基礎となる事実が意見な

いし論評の論理的根拠になり得るものであれば，当該基礎となる事実から5 

当該意見ないし論評が合理的な推論を経て述べられたものであるかどう

かは問われない。 

二つの疑惑の提示は，意見ないし論評であるが，仮に事

実の摘示として捉えられる点があったとしても，違法性を有するものでは

ない。具体的には，以下のとおりである。 10 

 「原告が現在もなおＤ工業のオーナー経営者ではないか」との疑惑につ

いて 

  Ｄ工業は，守谷市内で最も有力な土建業者であり，守谷市で最高ランク

の土建業者に指定されている。 

  Ｄ工業は，原告の祖父が創業し，原告の父が経営を承継した同族企業で15 

あって，原告の父は，守谷町議会議員となった際，入札時の批判をかわす

ために，Ｄ工業の代表取締役の名義を原告の母に変更し，その名義を使い

ながら実質的なオーナーとしてＤ工業を経営していた。原告は，昭和５３

年にＤ工業の経営を引き継いで代表取締役となり，その後，平成１２年ま

で２２年間にわたりＤ工業のオーナー経営者であった。原告は，守谷町の20 

町議会議員となった際，批判を避けるために，Ｄ工業の代表取締役を辞任

したものの，自身の部下をＤ工業の社長に据えて，その後もＤ工業の経営

を行っていた。平成２６年１２月にＤ工業の代表取締役となったＦも，従

前の代表取締役と同様に名目だけの代表者であった。 

  被告は，以上のような取材事実を基礎として，Ｄ工業はＤ家の家業であ25 

り，当主が公職に就く際にダミーを立てる慣例になっており，原告はこれ
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に倣い現在もいまだＤ工業の実質的なオーナー経営者であると判断し，

「原告は現在もなおＤ工業のオーナー経営者ではないか」とする批判的言

論を掲げたものである。 

  原告は，本件訴訟において，「Ｄ工業の経営権を手放し，経営者ではなく

なった事実」を立証しようとしたが，原告の提出した証拠は不自然であっ5 

てそのような事実は立証できておらず，とりわけ，キーパーソンであるＦ

の証言はおかしな点が複数あるなど到底信用性がない。また，原告は，被

告による取材において，ＦにＤ工業の株式を２００万円で譲ったと説明し

たが，その説明は虚偽であり，少なくともＦの証言と整合性が取れないも

のである。取材に虚偽を述べてその取材結果である本件各記事を攻撃する10 

ことは，公選公職人にあるまじき行動である。 

 「落札率からみて，守谷市の入札はゆがんだものではないか」という疑

惑について 

  守谷市における公共事業では，落札率が異常に高い事例が多数存在する

ほか，入札者がＤ工業だけの工事もあった。被告は，全国市民オンブズマ15 

ン連絡会議からの取材及び受領した資料より，落札率が入札制度において

競争原理が正当に機能しているかどうかを判断する指標になっている事

実を確認した。さらに，被告は，公共事業論の専門家であるＨ法政大学名

誉教授に対する取材において，落札率が９９パーセントというのは官製談

合でなければあり得ないという指摘を受けた。そして，守谷市において高20 

率での落札が続く要因の一つは，予定入札価格の事前公表制度であるが，

同制度が入札における公正な競争の幅を狭めているのは公知の事実であ

り，国土交通省においてもこの問題を指摘している。しかし，守谷市は，

予定入札価格の事前公表制を漫然と継続し，原告は，その病理現象を放置

して利益を享受してきたのであり，予定入札価格の事前公表により，高額25 

な落札価格による落札を可能とし，保証してきたのである。 
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  「守谷市における入札制度がゆがんだものではないか」という疑惑の提

示は，その意見ないし論評の基礎となった守谷市の入札における落札率の

高さ等の基礎となる事実が提示されており，この基礎となる事実は真実で

あるか真実と信じるべき相当の理由が認められる。そして，これらの基礎

となる事実に基づく上記の論評は正当なものである。 5 

   エ よって，原告とＤ工業との特殊な関係及び守谷市の入札事情を基に，疑惑

を指摘し解明を訴えた本件各記事に違法性は認められない。 

（原告の主張） 

 ア 公共性，公益目的 

   被告の主張は争う。そもそも原告には被告が批判するような事実がないの10 

であって，被告において証拠もなく客観的事実に反する事実を摘示すること

自体極めて悪質であり，被告には公益を図る目的などなかった。 

   イ 違法性阻却事由の有無 

 原告の主張する摘示事実に係る主張 

      別表の「原告の主張」の「摘示事実が真実に反すること」欄にそれぞれ15 

記載のとおり，本件各記事が摘示する各事実はいずれも真実ではない。同

表の「被告の主張」欄に記載の被告の各主張に対する反論は，当該欄に対

応する「原告の主張」の「被告の主張に対する反論」欄にそれぞれ記載の

とおりである。 

      また，本件各記事で被告が摘示した前記⑴（原告の主張）①から④まで20 

の各事実が真実に反することは，以下のとおり，ごく簡単な調査で確認可

能である。さらに，本件各記事の掲載前，原告及び守谷市の副市長であっ

たＩは，被告の記者からの取材に応じ，以下の各事実が真実に反する旨を

回答しているのであって，被告は，摘示事実が真実に反することを認識し

ながらあえて本件各記事を掲載したものであり，極めて悪質である。 25 

     ａ ① 地方自治法違反の事実がないこと 
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原告は，守谷町議会議員選挙に出馬するに当たり，平成１２年１月２

４日，Ｄ工業の代表取締役を辞任したのであり，その後，原告がＤ工業

の役員等になった事実はない。そのため，原告に地方自治法違反の事実

がないことは，原告の守谷市議会議員又は守谷市長の在職期間と原告が

Ｄ工業において役員として在籍した期間とが重なっていないことを調5 

査すれば容易に判明した。 

  ｂ ② 守谷市政治倫理条例違反の事実がないこと 

原告は，平成１２年３月に守谷町議会議員となった後，Ｄ工業の役員

を務めたこともないし，経営に関与したこともない。また，原告に守谷

市政治倫理条例違反の事実がないことは，同条例１０条及びこれを受け10 

た同条例施行規則７条並びに原告の株式の保有状況を調査すれば容易

に判明した。 

原告は，平成１２年２月１３日の守谷町議会議員選挙に出馬する際，

Ｄ工業の株式を一切保有していなかった。原告が平成２０年に同株式を

２万株取得した経緯は，原告の父が高齢になったことから，相続税対策15 

のために生前贈与されたというものであり，原告は，Ｄ工業の経営や意

思決定に関与していない。さらに，原告は，平成２２年５月の原告の父

の死去によってＤ工業の株式を相続により取得する際にも，守谷市政治

倫理条例に違反しないようにＤ工業の全株式の３３．３３パーセントま

でしか保有しなかった。そして，原告は，同条例に違反していなかった20 

ものの，念のためＤ工業との形式的な関係も切ることとし，平成２８年

に親族の保有分も含めた全株式をＦに譲渡した。 

以上のとおり，原告が市長及び守谷市議会議員であった期間内におい

て，原告がＤ工業の経営に関与していた事実は存在しない。 

  ｃ ③ 官製談合の事実がないこと 25 

原告が官製談合を行った事実は存在せず，前記ｂのとおり，原告は，
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平成１２年３月に守谷町議会議員となった後，Ｄ工業の経営に関与した

ことはなく，Ｄ工業による公共事業の受注に関与したことも一切ない。

また，守谷市は条件付一般競争入札により公共事業を発注しており，特

定の企業を優遇して不当に指名することはできない仕組みとなってい

る。さらに，守谷市は予定価格を事前に公表している上，事業者に充分5 

に利益が出る水準よりも低く予定価格を設定しており，事業者が予定価

格から大幅に発注価格を下げて入札することが難しい状況となってい

るため，落札率が高いことを根拠に官製談合があったと考えることはで

きない。 

     ｄ ④ 原告による市政運営が「真っ黒」であるとの事実がないこと 10 

       前記ａからｃまでの主張のとおり，原告の市政運営が「真っ黒」であ

るとの事実は，真実に反する。 

 被告の主張に対する反論 

  被告は，本件各記事について，「原告が現在もなおＤ工業のオーナー経

営者ではないか」，「落札率からみて，守谷市の入札はゆがんだものではな15 

いか」という疑問ないし事実を示したものであるなどとして，あたかも本

件各記事が許されるべき批判的言論の一種であるかのように主張する。し

かし，本件各記事の本質は，被告が質的にも量的にも十分な裏付け取材も

せずに，個人的な憶測の下で，前記⑴（原告の主張）①から④までの各事

実を摘示したことにある。 20 

被告は，意見・論評について名誉毀損が問題となる場合には，基礎とな

る事実から意見・論評が推論されることの相当性は求められない旨主張す

るが，基礎となる事実から合理的に推認できない意見・論評の違法性は阻

却されない。また，本件各記事は，何らの根拠もなく，原告について「真

っ黒」，「やりたい放題の地方の殿様」，「疑惑」などとでっち上げて人格攻25 

撃に及ぶものであり，原告の受忍限度を超えるものである。 
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⑶ 損害額 

  （原告の主張） 

    本件雑誌の発行部数や本件ウェブサイトの閲覧者数が極めて多いことに加

え，本件各記事の内容が原告の政敵により政治利用され，守谷市を中心に全国

的に拡散されている状況にあることからすれば，原告が被った精神的苦痛の慰5 

謝料は１０００万円を下らない。 

    また，被告による本件各記事の掲載により，原告は，弁護士に依頼して法的

手続をとることを余儀なくされたため，原告は，弁護士費用として，少なくと

も上記慰謝料額の１割に相当する１００万円の損害を被っている。 

（被告の主張） 10 

争う。 

⑷ 名誉回復措置の要否 

（原告の主張） 

    本件各記事の摘示事実が全く事実に反し原告をおとしめるものであること，

原告が現在守谷市長を務めており，その職責を果たすためには守谷市民を含む15 

全国民の支持を得ることが重要であることからすれば，本件各記事によってお

としめられた原告の社会的評価を回復することは極めて重要である。そして，

原告の名誉を回復するためには金銭による損害賠償を命じるだけでは不十分

であることからすれば，被告に対し，その発行ないし運営に係る本件雑誌及び

本件ウェブサイトに謝罪広告を掲載させることが最も適切である。 20 

（被告の主張） 

争う。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 

前記第２の１の前提事実（以下，単に「前提事実」という。）に加え，後掲25 

各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。 
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⑴ 平成１２年以前のＤ工業及び原告の状況 

Ｄ工業は，昭和３８年１０月２日に原告の祖父であるＪが設立し，昭和４１

年からは原告の父であるＫが代表取締役を務め，その経営に携わっていた同族

企業であった。 

   原告は，昭和５３年に同志社大学を卒業し，衆議院議員の私設秘書となった5 

が，その頃，Ｋの意向により，Ｄ工業の代表取締役として登記された。原告は，

衆議院議員の秘書を務めた後，昭和６０年頃から東京都内の不動産会社で開発

業務に従事していたが，平成７年頃，家業であるＤ工業を継ぐために守谷市に

戻った。そして，同年以降，原告は，Ｄ工業の不動産管理業務に従事するほか，

Ｄ工業の社長として対外行事に出席するなどしていた。 10 

 （甲４５，原告） 

  ⑵ 平成１２年から平成２８年までのＤ工業及び原告の状況 

原告は，平成１２年２月１３日の守谷町議会議員選挙に立候補するに当たっ

て，同年１月２４日，Ｄ工業の代表取締役を辞任した。そして，原告は，上記

選挙で初当選し，同年３月１日から，守谷町議会議員となった。原告は，平成15 

１４年２月に守谷町が守谷市となった後も４回にわたって守谷市議会議員選

挙に当選し，守谷町又は守谷市の議会議員を合計約１６年務めた。 

   なお，原告がＤ工業の代表取締役を辞任した後にＤ工業の代表取締役を務め

た者は，Ｌ（登記上の在任期間平成１２年１月２４日から平成１３年９月３０

日まで及び平成１５年８月２６日から平成１６年１月１５日まで），Ｍ（同平20 

成１６年１月１５日から平成１７年９月３０日まで及び平成２１年８月２４

日から平成２６年１２月１日まで），Ｎ（同平成２６年１２月１日から平成２

８年８月１日まで），Ｆ（登記上の就任日平成２６年１２月１日）及びＧ（同平

成２８年８月１日）であった。このうち，ＬはＫの姪の配偶者であったが，そ

れ以外の者はいずれも原告の親族に関係した者ではなかった。また，原告は，25 

Ｇと特段の面識はなかった。 
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 （甲１の１，甲２，７，４５，原告） 

 ⑶ 平成２０年以降のＤ工業の株式の保有状況 

 平成２０年６月の時点では，Ｄ工業の発行済株式１０万株のうち，原告の父

であるＫが６万１７９５株を，原告の母であるＯが２万９８７５株を，原告の

妹であるＰが７５００株をそれぞれ保有していた（Ｋ，Ｏ及びＰの保有株数合5 

計９万９１７０株）。Ｋは，平成２０年７月１日，原告及び原告の子であるＱに

対して各２万株を，原告の妻であるＲに対して７５００株をそれぞれ贈与した。

同各贈与により，筆頭株主はＯ（２万９８７５株）となったが，原告，Ｑ及び

Ｒの保有株数合計は，４万７５００株となった。そして，Ｋが平成２２年５月

２３日に死去したことに伴う遺産分割協議により，原告は，Ｋが保有していた10 

Ｄ工業の株式１万４２９５株のうち１万３３３０株を相続し，その余の９６５

株はＱが保有することとなった。これにより，平成２２年９月以降，Ｄ工業の

発行済株式１０万株のうち，原告が３万３３３０株，原告の母であるＯが２万

９８７５株，原告の子であるＱが２万０９６５株，原告の妻であるＲが７５０

０株，原告の妹であるＰが７５００株，原告の叔父であるＴが８３０株をそれ15 

ぞれ保有することとなり，原告は，筆頭株主となった。 

   また，Ｋの死去後，原告は，Ｄ工業について，土木建築に係る営業会社と資

産の管理会社とに分割することとし，平成２２年９月１日，資産の管理会社と

して守谷管財株式会社が設立された。 

 （甲７，１０，４５，原告） 20 

 ⑷ ＦとＤ工業の関係 

   Ｆは，茨城県内で建設業を営む株式会社Ｆ工務店の代表取締役を務めていた

ところ，Ｄ工業とＦとの間で，平成２５年６月２１日付けで，「代表取締役委任

契約書」と題する書面が作成された。同書面には，契約の目的として，Ｄ工業

は，ＦをＤ工業の代表取締役として就任することを依頼し，Ｆはこれを受諾す25 

ること，Ｆの役職を代表取締役兼オーナー代行とすること，Ｄ工業はＦに対し
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て報酬として年８００万円を支払うことなどが記載されていた。その後，Ｆは，

同年７月１日付けで，Ｄ工業の取締役に就任した。 

   そして，平成２５年７月１日付けで，原告の母であるＯが，Ｆに対し，Ｏ保

有のＤ工業の株式２万９８７５株のうち１万株を贈与する内容の贈与証書が

作成された。同証書において，原告は立会人として記載され，原告の押印がさ5 

れている。さらに，平成２６年１月１５日付けで，Ｏが，Ｆに対し，Ｏ保有の

Ｄ工業の株式１万９８７５株のうち１万株を贈与する内容の贈与証書が作成

された。同証書においても，原告は立会人として記載され，原告の押印がされ

ている。Ｄ工業が平成２６年９月２日に提出した確定申告書（平成２５年７月

１日から平成２６年６月３０日までの事業年度に係るもの）には，Ｆが同社の10 

株式を２万株保有している旨が記載されている。 

   税理士法人ゼニックス・コンサルティング（以下「ゼニックス」という。）は，

平成２６年６月１５日，Ｄ工業の会計参与に就任した。なお，ゼニックスの設

立者であるＵ税理士は，平成１９年からＦ工務店の顧問税理士となっていた。

ゼニックスは，ＯからＦへの上記１回目の贈与に際して，Ｄ工業の株式１株が15 

１０７円であるとする財産評価明細書を作成した。 

   Ｆは，平成２６年１２月１日付けで，Ｄ工業の代表取締役に就任した。 

 （甲２，７，５１，５２の１及び２，甲５５，５８，６１） 

 ⑸ 平成２８年以降のＤ工業の株式の保有状況 

   原告は，平成２８年１１月２０日に行われた守谷市長選挙に立候補して当選20 

し，同年１２月６日，守谷市長に就任した。 

   平成２８年１１月３０日付けで，原告，Ｏ，Ｐ，Ｑ及びＲの５名とＦとの間

の株式譲渡契約書が作成された。同契約書には，上記５名が保有するＤ工業の

株式合計７万９１７０株（うち原告の保有分３万３３３０株）をいずれもＦに

譲渡すること，これらの株式の合計評価額は７４４万１９８０円（１株当たり25 

９４円）であり，Ｆは，原告がＤ工業に負っている未収入金債務のうちの同額
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を引き受けることで上記株式の譲渡代金を支払ったものとすることなどが記

載されている。また，同日付けで，Ｄ工業の取締役会において上記の株式譲渡

を承認したことを内容とする取締役会議事録が作成された。Ｄ工業が平成２９

年８月２８日に提出した確定申告書（平成２８年７月１日から平成２９年６月

３０日までの事業年度に係るもの）には，Ｆが同社の株式を９万９１７０株保5 

有している旨記載されている。 

原告は，平成２７年４月から平成３０年３月までの間，Ｄ工業に対して，未

収入金債務の返済として，毎月１５万円ずつ送金して支払った。Ｆは，現在に

至るまで，原告から引き受けた上記７４４万１９８０円の債務について，Ｄ工

業に対して返済していない。 10 

 （甲１の１，甲５３，５６，５９，６０，Ｆ，原告） 

 ⑹ 平成２４年７月以降のＤ工業の財務状況 

Ｄ工業の平成２４年７月１日から平成２５年６月３０日までの期間に係る

決算報告書では，総資産として７億４４７６万６４３６円，売上高として１６

億３４５４万６９２６円，売上総利益として６９４３万１８２０円，営業損失15 

として１４４８万５２８０円，当期純損失として１６２８万４０８７円がそれ

ぞれ計上されている。また，同決算書における売掛金（未収入金）の内訳書に

は，原告に対する未収入金として３３８４万４０００円が計上されている。 

Ｄ工業の平成２５年７月１日から平成２６年６月３０日までの期間に係る

決算報告書では，総資産として９億７１４２万２９５４円，売上高として２０20 

億７８４５万３５０７円，売上総利益として３億７１３０万１６７８円，営業

利益として９７０３万１１６８円，当期純利益として５３１９万８９３７円が

それぞれ計上されている。また，同決算書における売掛金（未収入金）の内訳

書には，原告に対する未収入金として３１２８万０７１５円が計上されている。 

   Ｄ工業の平成２８年７月１日から平成２９年６月３０日までの期間に係る25 

決算報告書では，総資産として５億２３９５万１２０６円，売上高として１０
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億４７７７万５７４４円，売上総利益として２億１０９７万９８３８円，営業

利益として７３５万９０９９円，当期純利益として３５２万９４６２円がそれ

ぞれ計上されている。同決算書における売掛金（未収入金）の内訳書には，原

告に対する未収入金として２５４９万０５４６円，Ｆに対する未収入金として

７４４万１９８０円がそれぞれ計上されている。 5 

 （甲５４～５６） 

 ⑺ 守谷市における公共事業入札に係る事情 

 守谷市は，平成１２年頃から，市の発注する公共工事について条件付一般競

争入札を採用しており，１３０万円以上の土木一式工事，建築一式工事等のう

ち，一般競争入札で執行できると認められる工事については，原則として，一10 

般競争入札により契約業者を決定している。 

 守谷市は，入札参加資格者について，その等級区分に応じた金額の入札に参

加することができるものとしており，等級区分は，土木工事，建築工事，電気

工事，管工事及び水道施設工事の業種別に区分され，土木工事，建築工事及び

水道施設工事についてはＳ，Ａ，Ｂ及びＣ，電気工事についてはＡ及びＢ，管15 

工事についてはＡ，Ｂ及びＣの格付けがある。これらの格付けは，個々の事業

者につき，茨城県の評価基準（建設業法上の一般業許可と特定建設業許可の取

得の別，平均完成工事高，技術職員数，営業年数，資本金の額等を基準に算定

した経営規模評価結果の評点）及び守谷市における過去２年の平均工事成績評

定の点を加算した合計点に基づき行われることとなっている。 20 

守谷市において入札参加資格を有する者は有資格者名簿に記載され，平成２

９年の時点において，有資格者名簿に登録されている市内の土木業者は３４社，

建築業者は８社，電気業者は８社，管業者は２０社，水道施設業者は２３社あ

る。Ｄ工業は，土木業者及び建築業者としてＳランク，管業者及び水道施設業

者としてＡランクの評価を受けている。なお，守谷市内の有資格名簿の中で，25 

土木業者及び建築業者としてＳランクの評価を受けている会社は，Ｄ工業及び
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Ｄ工業の元役員であるＴが設立したオオシン株式会社の２社のみであった。 

 そして，守谷市は，一般競争入札の予定価格をあらかじめ設定し，これを入

札の前に公告するものとしている。予定価格は，守谷市の委託を受けた設計会

社が，国及び県の発表している建築工事標準価格表や歩掛表等の資料に基づき

算定した設計金額（その資料がない場合には民間業者からの相見積りの金額に5 

基づき算定した設計金額）を基に，守谷市の市長，副市長，総務部長及び事務

局２名の合計５名が協議をして，過去の発注実績を踏まえて一定割合（数パー

セント）の減額（歩切り）をして決定している。守谷市における入札予定価格

の事前公表制は，原告が守谷市長に就任する前の平成１２年頃から採用されて

いた。 10 

 （甲１１～１４，４６，原告，Ｉ） 

 ⑻ Ｄ工業の守谷市での入札状況 

  ア 全般 

  守谷市が平成２４年度に入札に付した公共工事の件数は７９件，平均落札

率は９５．７８パーセントであったところ，そのうちＤ工業が入札に参加し15 

たものは１８件，落札したものは６件あり，その落札率は７８．２４パーセ

ント，９５．９３パーセント，７９．０７パーセント，９９．５５パーセン

ト，９８．９３パーセント，９８．４１パーセントであった。 

    平成２５年度の同件数は８１件，平均落札率は９５．２７パーセントであ

ったところ，そのうちＤ工業が入札に参加したものは９件，落札したものは20 

２件あり，その落札率は９９．２０パーセント，９９．７３パーセントであ

った。 

    平成２６年度の同件数は６６件，平均落札率は９２．７０パーセントであ

ったところ，そのうちＤ工業が入札に参加したものは１３件，落札したもの

は４件あり，その落札率は８８．４６パーセント，９９．８９パーセント，25 

９９．７７パーセント，９９．２９パーセントであった。 
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    平成２７年度の同件数は６８件，平均落札率は９３．７４パーセントであ

ったところ，そのうちＤ工業が入札に参加したものは９件，落札したものは

１件あり，その落札率は８４．２７パーセントであった。 

    平成２８年度の同件数は６７件，平均落札率は９２．７４パーセントであ

ったところ，そのうちＤ工業が入札に参加したものは６件，落札したものは5 

３件（うち原告が市長に就任した同年１２月６日以降のものは２件）あり，

その落札率は９１．７７パーセント，９０．０２パーセント，１００．００

パーセントであった。 

    以上により平成２４年度から平成２８年度までの間にＤ工業が守谷市の

公共工事において落札した契約金額の総額は，税込み１５億１１６１万５８10 

８０円に上る（原告が市長に就任した後に落札された２件を除いた総額は税

込み１４億４２４９万５８８０円）。 

 （甲１５の１～５，甲１６） 

  イ 個別の案件 

    Ｄ工業が平成２８年度に落札率１００パーセントで落札した案件（愛宕中15 

学校格技場改修工事）は，もともと等級区分Ａ及びＢランクの事業者を対象

として一般競争入札にかけられたものである。しかし，入札参加者全てが入

札を辞退したため，守谷市は，等級区分Ｓランクの事業者を含めて再度一般

競争入札を行うこととし，同入札においてＤ工業（Ｓランク）のみが入札し，

落札したものである。 20 

 （甲３１～３４，４６，Ｉ） 

 ⑼ 被告の本件に係る取材内容 

   被告は，平成２９年頃，守谷市議会の関係者から情報提供を受け，原告を取

材対象とすることを決定し，被告の従業員であるＶを担当編集者とする取材班

を構成した。同取材班は，守谷市議会議員やＤ工業の元従業員などに取材をし25 

たが，Ｄ工業やその代表取締役であるＦには取材しなかった。そのほか，同取
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材班は，全国市民オンブズマン連絡会議や法政大学名誉教授であるＨに取材し，

落札率と入札の関係等について説明を受けた。 

   そして，Ｖは，平成２９年４月１２日，原告に対し，原告とＤ工業との関係，

守谷市における入札等に係る取材をした。原告は，同取材に対して，守谷市の

副市長であったＩと共に対応し，Ｖの質問に対し，原告が議員になる前にＤ工5 

業の代表取締役を辞任したこと，Ｄ工業の株式を取得した経緯やその株式を全

てＦに譲渡したこと，予定価格を事前に公表していることなどを含む守谷市に

おける入札制度の概要，Ｄ工業の落札率に係る事情等について説明をした。そ

の際，原告は，ＦへのＤ工業の株式の譲渡金額を尋ねられて，「金額は，評価が

出たのが９０円前後なので，２００万円位かな。」と答えた。 10 

 （甲１７，４５，４６，乙１，７，原告，Ｉ，Ｖ） 

２ 争点１（本件各記事により摘示された事実，社会的評価の低下の有無について） 

⑴ 判断枠組み 

  以下では，本件各記事が原告の社会的評価を低下させるものであるかを検討

するとともに，問題とされている記述が，事実を摘示するものであるか，意見15 

ないし論評の表明であるかについても検討するものとする。この際には，以下

の点を踏まえるべきである。 

ア ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどう

かは，当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方を基準として判

断すべきであり（最高裁判所昭和２９年（オ）第６３４号昭和３１年７月２20 

０日第二小法廷判決・民集１０巻８号１０５９頁参照），そのことは，問題と

されている表現が，事実を摘示するものであるか，意見ないし論評の表明で

あるかの区別に当たっても妥当するものというべきである（最高裁判所平成

６年（オ）第９７８号平成９年９月９日第三小法廷判決・民集５１巻８号３

８０４頁参照）。 25 

イ 当該表現が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する
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特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものと理解されるときは，当該表

現は，上記特定の事項についての事実を摘示するものと解するのが相当であ

る（前掲最高裁平成９年９月９日第三小法廷判決参照）。そして，上記のよう

な証拠等による証明になじまない物事の価値，善悪，優劣についての批評や

論議などは，意見ないし論評の表明に属するというべきであるところ，法的5 

な見解の正当性それ自体は，証明の対象とはなり得ないものであり，法的な

見解の表明が証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する

特定の事項ということができないことは明らかであるから，法的な見解の表

明は，事実を摘示するものではなく，意見ないし論評の表明の範ちゅうに属

するものというべきである（最高裁判所平成１５年（受）第１７９３，１７10 

９４号平成１６年７月１５日第一小法廷判決・民集５８巻５号１６１５頁参

照）。 

⑵ 本件各記事についてみると，以下のとおりいうことができる。 

ア 本件各記事の見出しは，「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違

反疑惑」（本件記述①）という文言を中心にして，「地方の殿様の闇」（本件記15 

述②）及び「自らのオーナー企業で市の公共事業を次々と落札」（本件記述

③）との各文言が付加されたものである。上記見出しを考慮すると，本件各

記事の本文は，主に，原告が筆頭株主を務めるＤ工業において，原告の守谷

市議会議長及び守谷市長の在職期間に守谷市の公共事業を相当数及び相当

金額受注していたこと（本件記述⑥から⑧まで），原告が守谷市の政治倫理20 

条例や地方自治法に違反していること（本件記述⑧及び⑩），守谷市におけ

る公共事業の入札に関して官製談合など何らかの不正が行われていること

（本件記述⑨）などが記述されたものということができる。 

  そうすると，本件各記事は，全体として，一般の読者に対し，守谷市長で

ある原告が守谷市における公共事業入札に関連して何らかの不正ないし違25 

法行為を行っているとの印象を抱かせるものということができるから，原告



23 

 

の社会的評価を低下させるものと認められる。 

  以下，問題となる各記述が，事実の摘示に当たるか，意見ないし論評の表

明に当たるかについて検討する。 

イ 守谷市政治倫理条例違反に係る記述について 

  本件各記事は，前記アの見出しの下，原告とＤ工業との関係性に係る事実5 

を記述した上で，「市長及び市議会議員が，自身が実質的に経営に携わって

いる企業で市の公共事業を受注することは，守谷市の政治倫理条例によって

明確に禁じられている違反行為だ」（本件記述⑧）と記述しているところ，そ

の前後の文脈等を考慮すると，本件各記事は，原告とＤ工業との関係が守谷

市政治倫理条例に違反する旨の法的見解を表明するものと認められる。 10 

  そして，上記見解の基礎となる事実は，原告の守谷市議会議員及び守谷市

長の在職期間（本件記述⑤）やＤ工業が平成２４年から平成２８年までに受

注した公共事業の概要（本件記述⑦）のほか，Ｄ工業の創業者が原告の父で

あること，原告は議員になる以前にＤ工業の社長を務めていたこと，原告は

平成２４年から平成２８年までの間Ｄ工業の筆頭株主であったこと，原告は15 

平成２８年１０月時点でＤ工業の株式の３３．３パーセントを保有し，残り

の株式のほとんども原告の一族が保有していたこと（本件記述⑦及び⑧）な

どの各事実（これらの事実をまとめて以下「本件摘示事実①」という。）であ

ると認められる。 

すなわち，本件各記事は，一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれ20 

ば，本件摘示事実①を基礎として，原告とＤ工業との関係が，守谷市政治倫

理条例１０条の定める「市長若しくは議員が実質的に経営に携わっている企

業」という要件に該当し，同条に違反するとの法的見解を表明する意見ない

し論評（以下「本件論評」という。）に当たると認められる。 

ウ 地方自治法違反に係る記述について 25 

本件各記事は，「茨城守谷市長の『黒すぎる市政』に地方自治法違反疑惑」
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という地方自治法違反に重点を置いた見出しを掲げた上で，本文において，

原告に係る地方自治法違反の可能性を指摘し，「同法は市長および議員によ

る兼業を禁じていますから，明らかな脱法行為です」（本件記述⑩）と記述し

ているところ，地方自治法違反の可能性を指摘しつつも「明らかな脱法行為」

である旨の断定的な表現を用いていることなどからすれば，本件各記事は，5 

一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすれば，原告が地方自治法の兼業

禁止規定（同法９２条の２及び同法１４２条とみられる。）を潜脱し，同規定

により禁じられた行為をしているとの事実（以下「本件摘示事実②」という。）

を摘示するものであると認められる。 

エ 官製談合に係る記述について 10 

本件各記事は，Ｄ工業の落札率に関して，「落札率９５％以上という点に

も，重大な疑義があるという。『官製談合をしなければこの数字は出ません。

何らかの形で，不正に入札に関与した可能性は極めて高い』」（本件記述⑨）

と記述している。この記述は，「疑義」という文言を使いつつも，その直後に

「官製談合をしなければこの数字は出ません」という断定的な表現を用いて15 

いることに加え，本件各記事の見出しや前後の文脈等が与える印象（前記ア）

を考慮すると，本件各記事は，一般の読者の普通の注意と読み方を基準とす

れば，Ｄ工業に原告の関与する官製談合の疑惑がある旨を指摘するにとどま

らず，原告及びＤ工業が官製談合に関与したとの事実（以下「本件摘示事実

③」という。）を摘示するものであると認められる。 20 

⑶ア 原告は，本件各記事について，原告の市政運営が「真っ黒」である事実を

摘示するものである旨主張する。 

しかしながら，原告の市政運営が「真っ黒」であることは，証拠等による

証明になじまない物事の価値，善悪，優劣についての批評や論議そのもので

あるというべきであるから，事実を摘示するものということはできない。 25 

イ また，原告は，本件各記事について，原告が守谷市政治倫理条例に違反す
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る事実を間接的ないしえん曲に摘示するものである旨主張する。 

しかしながら，前記⑵イのとおり，本件論評は，本件摘示事実①のみを基

礎とした被告の意見ないし論評に当たるというべきであって，本件摘示事実

①のほかに，証拠等をもってその存否を決することが可能な特定の事項を摘

示しているものとは認められない。 5 

   ウ したがって，原告の前記ア及びイの各主張は採用することができない。 

⑷ 被告は，本件各記事について，「原告が現在もなおＤ工業のオーナー経営者

ではないか」，「落札率からみて，守谷市の入札はゆがんだものではないか」と

いう疑惑等を提示することによって，「守谷市の市長である原告の経営するオ

ーナー企業が，守谷市の公共事業の入札で有利な落札をしているのではないか」10 

という疑惑を指摘した意見ないし論評である旨主張する。 

しかしながら，本件各記事について，被告の主張するような抽象的な事項を

摘示するものと認められないのは前記⑵のとおりであり，被告の上記主張は採

用することができない。 

⑸ 本件摘示事実②及び③並びに本件論評は，一般の読者に対し，原告が守谷市15 

の公共事業の入札に関して不正ないし違法行為を行っているとの印象を抱か

せるものであり，原告の社会的評価を低下させるものと認められる。 

 ３ 争点２（違法性阻却事由又は故意過失の有無）について 

⑴  判断枠組み 

   ア 前記２のとおり，本件摘示事実②及び③並びに本件論評は，原告の社会的20 

評価を低下させると認められる。 

そして，事実の摘示による名誉毀損については，その行為が公共の利害に

関する事実に係り，その目的が専ら公益を図るものである場合には，摘示さ

れた事実がその重要な部分において真実であることの証明があれば，同行為

には違法性がなく，また，真実であることの証明がなくても，行為者がそれ25 

を真実と信じるについて相当の理由があるときは，同行為には故意又は過失
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がなく，不法行為は成立しないというべきである（最高裁判所昭和３７年（オ）

第８１５号昭和４１年６月２３日第一小法廷判決・民集２０巻５号１１１８

頁参照）。 

イ 他方，特定の事実を基礎とする意見ないし論評の表明による名誉毀損にお

いては，その行為が公共の利害に関する事実に係り，かつ，その目的が専ら5 

公益を図ることにあった場合に，その意見ないし論評の基礎としている事実

が重要な部分について真実であることの証明があったときには，人身攻撃に

及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り，その行為は

違法性を欠き，仮に意見ないし論評の基礎としている事実が真実であること

の証明がない場合にも，行為者においてその事実を真実と信じるについて相10 

当の理由があれば，故意又は過失は否定され，不法行為は成立しないという

べきである（前掲最高裁判所平成９年９月９日第三小法廷判決参照）。 

ウ 原告は，意見ないし論評による名誉毀損が問題となる場合には，基礎とな

る事実から意見ないし論評が推論されることの相当性ないし合理性が求め

られる旨主張する。 15 

しかしながら，表現の自由，とりわけ公共の利害に関する事項についての

自由な批判，論評を保障することは民主主義社会の基盤の一つであって，基

礎となる事実が重要な部分について真実か真実と信じるべき相当な理由が

ある場合には，意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り，その

内容の正当性や合理性は特に問われないと解すべきである（前掲最高裁判所20 

平成１６年７月１５日第一小法廷判決参照）。 

したがって，原告の上記主張は採用することができない。 

   エ 被告は，本件では，「原告が現在もなおＤ工業のオーナー経営者ではない

か」，「落札率からみて，守谷市の入札はゆがんだものではないか」という二

つの批判的言論が正当なものであるか否か，言論としての許容性があるかど25 

うかが争点であり，さらに，公選公職人に対して疑惑の提示がされ，それが
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公選公職人において説明すべき事柄であるならば，その説明が十分なもので

あるかということが問われなければならない旨主張する。 

被告の上記主張の趣旨は必ずしも明らかではないものの，前記２⑵のとお

り，本件各記事は，被告の主張するような抽象的な内容とは認められないの

であって，被告の上記主張は前提を欠くものである。また，被告の主張する5 

判断枠組みについて，前記ア及びイの説示と異なる部分は，独自の見解とい

うべきである。 

したがって，被告の上記主張は採用することができない。 

  ⑵ 本件摘示事実①及び本件論評について 

    以上のことからすれば，本件摘示事実①及び本件論評について被告が免責さ10 

れるか否かは，その内容が公共の利害に関する事実に係り，かつ，その目的が

専ら公益を図ることにあるか，本件論評の基礎としている本件摘示事実①が重

要な部分について真実であるか又は被告において真実と信じるべき相当な理

由があるか，本件論評が人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱

したものではないといえるか，という観点により判断することとなる。 15 

   ア 公共性・公益性 

本件各記事の内容によれば，本件各記事は，守谷市長である原告とＤ工業

との関係性や守谷市における公共事業の入札事情を取り上げるものであり，

本件各記事は，公共の利害に関する事実を報道するもので，その目的は専ら

公益を図る目的に出たものであると認められる。 20 

   イ 本件摘示事実①の真実性・真実相当性 

     本件摘示事実①は，具体的には，㋐原告が平成１２年に守谷市議会議員

に当選し，平成２４年から３年にわたって市議会議長を務め，平成２８年

１１月２０日の選挙により守谷市長に就任した事実，㋑平成２４年から平

成２８年までの間に，Ｄ工業が１４件の公共事業を受注し，そのうち９件25 

の落札率は９５パーセント以上で，受注総額は１３億円に及ぶ事実，㋒Ｄ
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工業は，原告の父が創業した会社で，売上高２５億円の市内トップクラス

の土建業者であり，原告自身昭和５３年から議員に就任するまでその社長

を務めていた事実，㋓原告は，Ｄ工業の社長を退いた後もＤ工業の株式を

持ち続けており，平成２４年から平成２８年にかけては筆頭株主であり，

平成２８年１０月の時点で，発行済株式の３３．３パーセントを保有して5 

いたほか，残りのほとんどの株式も原告の妻や息子など一族が所有してい

たという事実である。 

なお，本件各記事において，原告とＤ工業の関係性に関して，「自ら（原

告）のオーナー企業」，「自身（原告）が筆頭株主を務めるオーナー企業」

などの記述がある。この「オーナー企業」との記述は，筆頭株主であるこ10 

と以外にその根拠となる具体的事実の記述を伴うものではないから，上記

㋐から㋓までの各事実を踏まえた被告による表現にすぎないというべき

であって，真実性・真実相当性の判断においてその対象になるものではな

いというべきである。 

 ㋐及び㋑の事実について 15 

  原告は，平成１２年に守谷市議会議員に当選し，平成２４年から３年に

わたって市議会議長を務め，平成２８年１１月２０日の選挙により守谷市

長に就任したと認められる（前記１の認定事実（以下，単に「認定事実」

という。）⑵及び⑸）。 

また，Ｄ工業は，平成２４年度から平成２８年度（原告の市長就任前）20 

までに，守谷市の公共事業を合計１４件を落札しており，そのうち９件の

落札率は９５パーセント以上であり，受注総額は１３億円を超えると認め

られる（認定事実⑻）。 

したがって， 及び㋑の事実は真実であると認められる。 

     ㋒の事実について 25 

      Ｄ工業の年間売上高は，平成２７年７月１日から平成２８年６月３０日
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までの期間について証拠上明らかではないものの，平成２４年，平成２５

年及び平成２８年の各７月１日から始まる各期（１年間）については，順

に約１６億円，２０億円強及び約１０億円である（認定事実⑹）。本件各記

事においてＤ工業の売上高が記載された趣旨は，Ｄ工業の事業規模を伝え

るためであったとみられるところ，売上高が２０億円を超える期も実際に5 

あったこと，Ｄ工業が土木業者及び建築業者として最上位であるＳランク

の評価を受けていること（認定事実⑺）を併せて考慮すれば ㋒の

事実のうちのＤ工業の売上高に係る事実は，重要な部分について真実であ

ると認められる。 

また，Ｄ工業は原告の祖父であるＪにより設立されたものであるが，原10 

告の父であるＫが同設立の３年後にはその代表者となり，その後長年にわ

たってＤ工業の経営に携わっていたこと（認定事実⑴）からすれば，前記

㋒の事実のうちのＤ工業の創業に係る事実は，重要な部分について真実

であると認められる。 

さらに，原告は，昭和５３年からＤ工業の代表取締役として登記された15 

ところ，当初は議員秘書を務め，その後Ｄ工業以外の会社で勤務をしてい

たものの，遅くとも平成７年から平成１２年１月までの間は，守谷市に戻

って実際にＤ工業の社長職を務めていたものと認められるから（認定事実

⑴及び⑵），原告自身が昭和５３年から議員になるまでその社長を務めて

いたとの事実は，重要な部分について真実であると認められる。 20 

㋒の事実は，真実又はその重要な部分について真実であ

ると認められる。 

     ㋓の事実について 

原告は，平成１２年に守谷町議会議員選挙に立候補するに当たってＤ工

業の代表取締役を辞任したが（認定事実⑵），原告が代表取締役在任中か25 

らＤ工業の株式を保有していた事実は，本件全証拠によっても認められな
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い。むしろ，平成２０年６月の時点では，原告はＤ工業の株式を保有して

おらず，Ｋ（６万１７９５株），Ｏ（２万９８７５株）及びＰ（７５００株）

の３人が，発行済株式総数１０万株のうち９万９１７０株を保有していた

ことが認められる（認定事実⑶）。 

しかし，原告は，平成２０年７月１日に，それまで過半数の株式を有し5 

ていた父のＫから２万株の贈与を受けてＤ工業の株主になるとともに（原

告と同時にＫから贈与を受けた妻のＲ及び子のＱの保有株式を合計する

と４万７５００株となる。），平成２２年９月には，Ｋの相続により１万３

３３０株を取得して保有株数３万３３３０株の筆頭株主となり（ＱもＫの

相続により９６５株取得したことから，原告，Ｒ及びＱの保有株数合計は，10 

６万１７９５株となった。），同月から少なくとも平成２８年１１月３０日

までの間においてＤ工業の筆頭株主の地位にあったことが認められる（認

定事実⑶及び⑸）。また，原告の親族によるＤ工業の株式の保有状況は，平

成２２年９月から少なくとも平成２８年１１月３０日までの間は，Ｏの保

有に係る２万株を除き，変動はなかったことが認められる（認定事実⑶か15 

ら⑸まで）。 

したがって， ㋓の事実は，真実又はその重要な部分について真実

であると認められる。 

     以上によれば，本件論評が基礎とする本件摘示事実①は，真実又はその

重要な部分について真実であると認められる。 20 

ウ 本件論評が意見ないし論評としての域を逸脱しているか否かについて 

本件論評は，本件摘示事実①を基礎として，原告とＤ工業との関係が守谷

市政治倫理条例に違反するとの法的見解を表明するものであり，その内容は

人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものとまでは認

められない。 25 

エ 原告は，本件各記事の守谷市政治倫理条例違反に係る記述について，原告
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がＤ工業の経営に実質的に携わっていないこと，原告の保有株式の割合は守

谷市政治倫理条例施行規則７条１号に規定されている「３分の１以上」に達

していないことなどを主張し，違法性阻却事由がない旨主張する。しかしな

がら，原告の同主張は，本件論評を事実の摘示であることを前提としたもの

であり，前記２⑶イのとおり，原告の同主張はその前提において採用するこ5 

とができない。 

また，原告は，たとえ上記記述が意見ないし論評に当たるとしても，基礎

となる事実から意見ないし論評が合理的に推認できない旨主張する。しかし

ながら，意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り，その内容の

正当性や合理性は特に問われないと解すべきであるのは前記⑴ウのとおり10 

であり，原告の同主張は採用することができない。 

オ 小括 

以上によれば，本件論評は，その内容が公共の利害に関する事実に係り，

かつ，その目的が専ら公益を図ることにあると認められる。そして，本件論

評の基礎としている本件摘示事実①は，その重要な部分について真実と認め15 

られる上，本件論評は，人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸

脱したものとは認められない。 

よって，本件論評は，違法性が阻却され，不法行為が成立しないというべ

きである。 

  ⑶ 本件摘示事実②について 20 

本件摘示事実②について被告が免責されるか否かは，その内容が公共の利害

に関する事実に係り，かつ，その目的が専ら公益を図ることにあるか，本件摘

示事実②真実であるか又は被告において真実と信じるべき相当な理由がある

か，という観点により判断することとなる。 

   ア 公共性・公益性 25 

前記⑵アのとおり，本件各記事は，公共の利害に関する事実を報道するも
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ので，その目的は専ら公益を図る目的によるものであると認められる。 

   イ 本件摘示事実②の真実性・真実相当性 

     真実性 

      原告は，平成１２年１月にＤ工業の代表取締役を辞任した後は，Ｄ工業

の役員に就いたことはない（認定事実⑵）。また，原告は，平成２０年７月5 

にＫからＤ工業の株式２万株の贈与を受け，平成２２年５月のＫの死去に

伴う遺産分割協議により１万３３３０株を相続し，合計３万３３３０株を

保有するに至った（認定事実⑶）ものの，原告が平成１２年に代表取締役

を辞任した後，Ｄ工業において役員と同様の具体的な業務執行をしたこと

うかがわせる事情は認められず，同事実を認めるに足りる的確な証拠はな10 

い。 

加えて，原告は，Ｋの死去後の平成２２年９月，Ｄ工業を分割して資産

管理会社である守谷管財株式会社を設立したこと（認定事実⑶），Ｄ工業

とＦとの間で，平成２５年６月，Ｄ工業がＦに代表取締役として就任する

よう依頼することを内容とする契約書が作成されたこと（認定事実⑷），15 

その後，Ｏが保有するＤ工業の株式合計２万株がＦに贈与され，その旨確

定申告書に反映されたこと（認定事実⑷），原告が守谷市長に就任後，原

告，Ｏ，Ｐ，Ｑ及びＲの５名の保有するＤ工業の株式全てがＦに譲渡され，

その旨確定申告書に反映されたこと（認定事実⑸）などの各事実に照らせ

ば，原告は，Ｋからの贈与や相続によりＤ工業の株主となった以降，一貫20 

して，Ｄ工業との関係を解消する方向で行動していたものと認められる。

これらの事実に関して，Ｄ工業とＦとの間の上記契約書の中ではＦの役職

が「代表取締役兼オーナー代行」とされていたこと（認定事実⑷），Ｄ工業

の株式について一株１０７円とする財産評価明細書が作成されていたに

もかかわらず，Ｏの保有するＤ工業の株式２万株がＦに無償で贈与された25 

こと（認定事実⑷）など，いわゆる同族会社を他人に譲り渡すための取引
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として疑義がないとまではいえない。しかしながら，平成２８年にＤ工業

の代表取締役に就任したＧについて原告は特段の面識がなかったこと（認

定事実⑵），Ｆの代表取締役の就任後，Ｆ工務店の顧問税理士が設立した

ゼニックスがＤ工業の会計参与に就任したこと（認定事実⑷），原告，Ｏ，

Ｐ，Ｑ及びＲの５名とＦとの間の株式譲渡の対価となった原告のＤ工業に5 

対する未収金債務は実体のないものとはいえないこと（認定事実⑸）など

の各事実も踏まえると，原告の上記行動が全く実体を伴わない形式的なも

のであるとか，原告がＦを通じて継続してＤ工業の役員と同様の業務執行

をしているとまで認めることはできない。 

以上によれば，原告において，地方自治法の兼業禁止規定（同法９２条10 

の２及び同法１４２条とみられる。）を潜脱し，同規定により禁じられた

行為をしていると認めることはできない。 

     真実相当性 

被告の取材班は，原告を取材対象とすることを決定した後，複数の関係

者に対する取材（認定事実⑼）を通じて，原告とＤ工業の関係性について15 

本件摘示事実①を含む一定の情報を収集したものとみられる。しかし，地

方自治法９２条の２又は同法１４２条により市長や議員との兼業が禁止

される地位に株式会社の株主は含まれないと解されるところ，原告の守谷

市議会議員又は守谷市長の在職期間と原告がＤ工業において役員として

在籍した期間とが重なっていないことは，調査により容易に判明した事項20 

といえるし，実際に，平成２９年４月１２日の被告の記者による取材にお

いて，その旨が原告から説明されていた（認定事実⑼）。また，前記

おり，原告が平成１２年に代表取締役を辞任した後，Ｄ工業において役員

と同様の具体的な業務執行をしたことをうかがわせる事情は認められず，

原告がＤ工業の筆頭株主であったことなどの本件摘示事実①のみをもっ25 

て，原告が地方自治法の兼業禁止規定により禁じられた行為をしているこ
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とを合理的に推認することもできない。そして，被告の取材班は，原告本

人には取材をしたものの，原告とＤ工業の関係性に係る重要な関係者であ

るＤ工業やＦには取材をしなかった（認定事実⑼）のであり，これらの各

事実からすれば，被告において，原告が地方自治法の兼業禁止規定により

禁じられた行為をしていることを真実と信じるについて相当な理由があ5 

ったとは認められないというべきである。 

ウ 小括 

以上によれば，本件摘示事実②は，真実であるとは認められず，被告にお

いてこれを真実と信じるべき相当な理由があるとも認められない。 

  ⑷ 本件摘示事実③について 10 

本件摘示事実③について被告が免責されるか否かは，その内容が公共の利害

に関する事実に係り，かつ，その目的が専ら公益を図ることにあるか，本件摘

示事実③が真実であるか又は被告において真実と信じるべき相当な理由があ

るか，という観点により判断することとなる。 

   ア 公共性・公益性 15 

前記⑵アのとおり，本件各記事は，公共の利害に関する事実を報道するも

ので，その目的は専ら公益を図る目的によるものであると認められる。 

   イ 真実性・真実相当性 

 真実性 

守谷市は，公共事業の条件付一般競争入札の予定価格を入札前に公告し20 

ている（認定事実⑺）。事業者は，これが公告されない場合と異なり，他の

入札予定者の動向を推測しつつ，事前に公告されている予定価格に近い金

額で入札することができるから，その結果として落札率が高率になる傾向

があるといえる。そうすると，このような予定価格の事前公表制の下では，

落札率が高率であることのみをもって官製談合があったことを推認する25 

ことはできないというべきである。また，守谷市におけるＤ工業の入札状
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況について，その落札件数や落札率に不自然な点があるとはいい難いし

（認定事実⑻ア），平成２８年度のＤ工業による落札率１００パーセント

の入札についても，同様である（認定事実⑻イ）。そして，原告によって公

共事業入札の予定価格が恣意的に設定されたことがうかがわれる証拠は

ないし，その他Ｄ工業の入札に関して官製談合があったことを認めるに足5 

りる的確な証拠はない。 

以上によれば，Ｄ工業に係る公共事業入札に関して，原告が関与して官

製談合が行われたものと認めることはできない。 

     真実相当性 

 被告の取材班は，原告を取材対象とすることを決定した後，複数の関係10 

者に取材し（認定事実⑼），その取材内容を検討した結果，落札率が高率で

あることをもって官製談合の可能性が高いと認識したとみられる。 

しかし，守谷市が条件付一般競争入札において予定価格を入札前に公告

していることは，取材をすれば容易に判明するべき事項といえるだけでな

く，実際に，平成２９年４月１２日の被告の記者による取材において，そ15 

の旨が原告及びＩから説明されていた（認定事実⑼）。そうすると，被告

は，守谷市の入札においては，落札率が高いことのみをもって官製談合が

行われているとはいえないと判断することが十分可能であったのであり，

被告において，Ｄ工業に係る公共事業入札に関して，原告が関与して官製

談合が行われたとの事実を真実であると信じるについて相当な理由があ20 

ったとは認められないというべきである。 

   ウ 小括 

     以上によれば，本件摘示事実③は，真実であるとは認められず，被告にお

いてこれを真実と信じるべき相当な理由があるとも認められない。 

  ⑸ 以上によれば，本件論評は，違法性が阻却されるため，原告に対する不法行25 

為を構成しないが，本件摘示事実②及び③は，違法性阻却事由が認められず，
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原告に対する不法行為を構成するものというべきである。 

 ４ 争点３（損害額）について 

  ⑴ 本件各記事に含まれる本件摘示事実②及び③は，一般の読者に対し，原告が

地方自治法に違反し，守谷市の実施する入札における官製談合に関与したとの

印象を与えるものである。 5 

    原告は，現職の守谷市長であり，地方自治法に違反し，官製談合に関与して

いると報道されることにより，その社会的評価が低下し大きな不利益を受ける

ものといえる。本件雑誌の発行部数及び本件ウェブ記事が掲載された本件ウェ

ブサイトの訪問者数は，いずれも相当数に及んでおり（前提事実⑴ウ），守谷市

役所に対する問合せやクレーム，守谷市内における反響も決して小さくない10 

（甲２８～３０）。 

他方，本件各記事の目的は，地方自治体における首長ないし議員とその関連

企業の関係性について問題提起をするという正当なものであったといえるこ

と，本件各記事のうち守谷市政治倫理条例違反に関する本件論評については違

法性が阻却されることなど，その他本件に現れた一切の事情を考慮すれば，原15 

告の上記不利益による精神的苦痛に対する慰謝料額として１５０万円が相当

と認められる。 

⑵ 本件における認容額，事案の内容その他一切の事情に照らすと，本件の被告

による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は，１５万円と認めるのが相

当である。 20 

 ５ 争点４（名誉回復措置の要否）について 

 前記４の慰謝料により被告の損害賠償義務が認められることにより，原告の名

誉が相当程度回復することが想定されることなどからすれば，原告らの名誉を回

復するために，金銭による損害賠償のほかに，謝罪広告を掲載する必要があると

までは認められない。 25 

第４ 結論 
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よって，原告の請求は，不法行為に基づき，１６５万円の損害賠償及び同額に

対する不法行為の日である平成２９年４月１４日から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからその限度

で認容し，その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして，

主文のとおり判決する。 5 

東京地方裁判所民事第１２部 

 

裁判長裁判官  小  田  正  二 

 

 10 

裁判官  井  出  弘  隆 

 

 

裁判官  唐  津  祐  吾  
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（別紙１） 

第１ 謝罪文 

 １ 見出し 

   守谷市Ｄ市長に対する謝罪文の掲載について 

 ２ 本文 5 

   当社は，当社発行の週刊誌「ＦＲＩＤＡＹ」平成２９年４月２８日号及び当社

運 営 ウ ェ ブ サ イ ト 「 Ｆ Ｒ Ｉ Ｄ Ａ Ｙ デ ジ タ ル 」

（https://friday.kodansha.ne.jp/sn/u）において，『茨城守谷市長の「黒すぎる

市政」に地方自治法違反』との見出しで，茨城県守谷市長であるＤ様が，あたか

も①地方自治法及び②守谷市政治倫理条例に違反するとともに，③官製談合を行10 

っており，④守谷市政の運営が「真っ黒」であるかのような記事を掲載致しまし

たが，いずれも何らの根拠もなく，全く事実に反しておりました。上記記事によ

りＤ様の名誉を著しく傷付けまた守谷市に多大の損害を与えたことにつき心か

らお詫び申し上げます。 

平成  年  月  日 15 

株式会社講談社 

代表取締役Ｅ 

第２ ウェブサイト「ＦＲＩＤＡＹデジタル」への掲載条件 

 １ 掲載場所 

被 告 が 運 営 す る ウ ェ ブ サ イ ト 「 Ｆ Ｒ Ｉ Ｄ Ａ Ｙ デ ジ タ ル 」20 

（https://friday.kodansha.ne.jp/sn/u）のトップページの上部及び「ＦＲＩＤ

ＡＹデジタル」中の本件ネット記事（後記第２参照）を掲載したウェブページの

上部 

 ２ 使用活字 

   見出し及び本文につき，それぞれ，「ＦＲＩＤＡＹデジタル」に掲載された本件25 

ネット記事に使用されている文字と同一の大きさ，書体 
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第３ 週刊誌「ＦＲＩＤＡＹ」への掲載条件 

 １ 掲載場所 

   被告発行の週刊誌「ＦＲＩＤＡＹ」において，広告掲載ページを除いて表表紙

からの最初の頁１面に。 5 

 ２ 使用活字 

   見出しについては，１４ポイント・明朝体。 

   本文については，１２ポイント・明朝体。 
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別紙２については記載を省略 

 


